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「人権ならびに多国籍企業およびその他の企業に関する国連事務総長特別代表」 
ジョン・ラギー（John Ruggie) 
「保護、尊重および救済：ビジネスと人権のための枠組」（A/HRC/8/5, 2008） 
 
序論 
 
第一章  「保護、尊重および救済」 
A. 課題 
B.  枠組 
 
第二章「国家の保護義務」  
A.  企業文化 
B.  政策の整合性 
C.  国際レベル 
D.  紛争区域 
E.  まとめ 
 
第三章「企業の尊重責任」 
A. 権利尊重 
B. デューデリジェンス 
C.  影響範囲 
D.  共謀 
 
第四章「救済へのアクセス」 
A.  司法的メカニズム 
B.  非司法的メカニズム 
C.  企業レベルでの申立メカニズム 
D.  国家レベルでの非司法的メカニズム 
E.  マルチステークホールダーイニシアチブもしくは産業別イニシアチブおよび金融機関 
F.  アクセスギャップ 
 
第五章「結論」 


